
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞鶴市人事給与システム更新業務  

仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和７年６月  

舞鶴市 
 



１ 要旨  

本仕様書は、舞鶴市（以下「本市」という。）が、導入を予定している人事給与システムに関

して大要を示すものであり、提案する事項及び本業務の遂行上必要と認められるものについ て

は、本仕様書に記載のない事項であっても、受注者の責任において実施するものとする。  

 

２ 業務名  

 　　舞鶴市人事給与システム更新業務  

 

３ 契約期間  

　　 契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで  

 

４ システム更新のスケジュール（予定） 

　　令和７年９月〜１月　移行作業 

　　令和８年２月〜３月　　現行システムと並行稼働  

 

５ コンセプト  

　現在本市で稼働している人事給与システムは、平成29年10月に導入後7年以上が経過してお

り、法改正や制度変更への対応で煩雑化しており、日々の事務作業において多くの工程と時間

を要している。 

　最新のテクノロジーを活用したシステムを導入することで、給与計算の正確性向上、事務処

理の自動化やペーパーレス化を推進し、職員の負担軽減とコスト削減を図る。 

　また、本更新を皮切りに、人事関連業務を一元化し、より効率的な人事管理が行えるよう、

将来の拡張性も視野に入れた調達を行いたい。 

 

６　業務概要 

（１）人事給与システム導入に係る作業 

　　・本市利用環境の構築 

　　・現行システムからのデータ移行 

　　・外部システムとの連携（ベンダーとの調整を含む） 

　　・職員研修及びマニュアルの提供 

 

（２）システム保守及び運用サポート 

 

７　導入要件  

　（１）前提条件 

・SaaS型のクラウドサービスであること 

・利用回線はインターネット回線であること 

・カスタマイズは不可とする 

・利用者が使用するOS及びブラウザに依存しないシステムであること 

　　利用を想定しているOS及びブラウザ 

　　　OS：Chrome OS 

　　　ブラウザ：Google Chrome 

・法改正等に伴うシステム改修費用がサポート範囲に含まれること 

・外部システムとのデータ連携が、最低でもファイルのエクスポート、インポートで可能なこ

と。その際、データ形式等がMicrosoftOffIceに依存しないこと。 

・地方公共団体への導入実績があること。但し、導入形態はSaaS型でなくてもよい。 

・現行システム（株式会社ケーケーシー情報システム「TopicsNEO人事給与」）からの移行が

可能であり、本稼働までに移行が完了すること。なお、現行システムからのデータ抽出費用

は本見積価格に含めないが、データ取込に係る費用については、本見積価格に含めること。 

 

　（２）機能要件 

　別添「機能要件一覧表（様式５）」のとおり 

 

 

 



　（３）非機能要件 

・データセンターが日本国内に所在すること。  

・サービスとしての目標稼働率が、99.9％以上であること。  

・導入サービスが利用するクラウドサービスがISMAPに登録されていることが望ましい。 

・クラウドセキュリティ認証JIS Q 27017（ISO/IEC 27017）の認証を受けていることが望まし

い。 

 

　（４）UI・操作性要件 

・利用者目線で視認性が高く、誤操作防止を考慮したインターフェースとなっていること。 

・フォントの種類やサイズ、配色、画面レイアウト等、システム全体で統一感のあるインター

フェースとなっていること。 

・画面遷移時や給与計算時等、処理速度が安定していること。 

 

　（５）サポート体制 

・職員操作用のマニュアルを用意すること。 

・電話及びメールで対応できるサポート窓口を設置すること。 

　サポート窓口の受付は、9時〜17時(土日祝日、年末年始を除く)で対応できること。 

・障害等緊急時の本市への連絡体制が整っていること。 

 

　（６）拡張性など 

　本業務には含まないが、以下の業務について、今後の人事情報の一元管理を目的として、本

システム内またはAPI連携等が可能なシステムが提案できること。連携はシステム操作で行

えることが望ましい。 

・出退勤・休暇・時間外勤務等の勤怠管理 

・住宅手当、通勤手当、扶養手当等、各種手当の申請 

・給与明細、源泉徴収票、住民税特別徴収税額通知の配信 

・年末調整機能 

・人事評価、人材管理　等 

 

　（７）その他 

　本調達システムから、次期システムへ更新の際に、本市が他事業者と契約することとした

場合には、事業者は本市が本業務を継続できるよう誠意をもって協力すること。本業務の終

了後、本市の指示に従い、業務引継ぎに必要なデータをシステムから無償で出力すること。 

 

８　全体スケジュール 

本業務の想定スケジュールは下表のとおり。 

なお、詳細なスケジュールは、受託者の提案に基づき本市と受託者で協議の上決定するため、

提案書においてスケジュールを示すこと。 

 

項目  令和７年 令和８年 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1 公告           

2 システム選定期間           

3 契約＆キックオフ           

4 システム構築           

5 操作説明           

6 並行稼働           

7 本稼働           



 
 
９ その他  

（１）本業務は、本仕様書に基づき実施すること。  

（２）受注者は業務の進歩状況等を定期的に報告するほか、本市の求めに応じて速やかに報告を

行うものとする。  

（３）本業務の実施にあたっては、関係法令、条例及び規則を遵守すること。  

（４）本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（５）本仕様書に定めのない事項や業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに本市と協

議のうえ定めるものとする。 

 
 

 

 


